
 環境保全型ブロックの単価について（通知）
技術基準の種類:積算
通知日　　　　:平成11年12月３日

                                                       管  第　568　号
                                                       平成11年12月３日

 

                                                       土　木　部　長

                環境保全型ブロックの単価について（通知）

　このことについて、別紙のとおり定めたので、平成 11年 12月３日以降起工決裁する工事から適用してく
ださい。

別　紙
監督補助員の業務内容

（監督補助員の業務内容）
１　請負工事の施工状況の照会等
（１）監督員等の指示により使用材料（支給材料も含む。） について設計図書との照合を行い、その結果を

監督員等に報告するものとする。
（２）監督員等の指示により施工状況（段階確認）について設計図書との照合を行い、その結果を監督員等

に報告するものとする。
（３）監督員等の指示により上記以外の施工状況を把握し、その結果を監督員等に報告するものとする。
（４）現場で照合等を行い設計図書等に適合しない場合は、その旨を工事請負者に伝えるとともに、その結

果を監督員等に報告するものとする。
２　請負工事の契約の履行に必要な資料の作成
（１）監督員等の指示により工事の設計図書等に基づく工事請負者に対する指示、協議に必要な資料の作成

を行い、監督員等に提出するものとする。
（２）監督員等の指示により工事請負者から提出（提出、承諾及び協議事項）された資料と設計図書との照

合を行い、その結果を監督員等に報告するものとする。
（３）次の各号に掲げる項目について監督員等の指示により現地の確認、調査、又は検討に必要な資料の作

成を行い、監督員等に報告又は提出するものとする。
　　一　 図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
　　二　 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
　　三　設計図書の表示が明確でないこと。
　　四　工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施

  工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
　　五　設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
　　六　 工事を一時中止し、又はうち切る必要があると認められる場合。
（４）監督員等の指示により工事の設計変更若しくは土木事務所長等への報告事項に必要な調査、測量又は

図書等の資料作成を行い、監督員等に提出するものとする。
３　地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成
　　監督員等の指示により地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な測量、調査、資料の作成及び立会
いを行い、その結果を監督員等に報告するものとする。

４　工事検査の立会
　　中間及び完成検査に立会うものとする。

様式Ａ
監督員（監督補助員）決定（変更）通知

商号（名称）
代表者氏名 様

次のとおり監督員を決定（変更）しましたので通知します。
　なお、本工事の監督に当たっては、監督補助業務委託を行い、次のとおり監督補助員をおくこととしまし
たので併せて通知します。

　平成 　年 月 日

 
鳥取県○○○○事務所長 

　　
記

１　工　事　名

２　監督員氏名

３　監督補助員

（１）会 社 名

（２）氏　　 名

（３）業務内容 別紙のとおり。



（参 考）

監督補助業務の事務手続等の流れ

　工　　事 県 　　　　　監督補助業務
　請負業者 　　　受託者

　工事請負業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監督補助員　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　監督員　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参　考

　　　　　　　　　　　　　　　　　
監督補助業務委託費（積算例）金抜用

　　　　　　　１ 監督補助業務延べ人員

　　　　　　　　　　　　０．8441人／月×７ケ月≒５．91人

　　　　　　　２　通常業務
　　　　　　　　　・監督補助業務（技術員）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　円／人×19．５日／月×５．91人　＝　　　　　　　　円・・・ ①

　　　　　　　　　・打合わせ業務（技師Ａ）　（着手及び完成時　計２回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　円／人×０．５人×２回＝　　　　　　　円　・・・・・・・・・ ②

　　　　　　　３　超過勤務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円／時×20時日／月×５．91人＝　　　　　　　円　・・・・ ③

　　　　　　　４　業務用自動車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円／台・日×19．５日／月×５．91人＝　　　　　　円　・・ ④

　　　　　　　５　事務用品
　　　　　　　　　　　　　（　　　十　　　　）×　　　　　＝　　　　　　　　円　・・・・・・・ ⑤
　　　　　　　　　　　　　　①　　　　③

　　　　　　　６　諸経費
　　　　　　　　　　　　（　　　　十　　　十　　 ） ×　　　　　＝　　　　　　　　円　・・・・ ⑥
　　　　　　　　　　　　　　①　　　 ②　　　③

　　　　　　　７　技術経費
　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　十　　 ） ×　　　　　　　　＝　　　　　　　　円　・・ ⑦
　　　　　　　　　　　　　　①　　　 ②　　　③

　　　　　　　８　業務価格
　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　十　　　十　　　十　　　十　　　十　　　十　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　①　　　②　　　③　　　④　　　⑤　　　⑥　　　⑦
　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　円（千円止め）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑧

　　　　　　　９ 消費税相当額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×５％　＝　　　　　　　　円　・・・・・・・・・・ ⑨

　　　　　　　10 業務費計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円＋　　　　　　　　円　＝　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧　　　　　　　　⑨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参　考

　　　　　　　　　　　　監督補助業務委託費（積算例）

　　　　　（ 業務委託条件 ）

　　　　　（１）工事費・工事件数　　工事費５千万円・１０件
　　　　　（２）工　種　区　分　　　道路改良
　　　　　（３）工　事　期　間　　　７ヶ月間
　　　　　（４）そ　　の　　他　　　監督距離及び地域別は、５ｋｍ以上１５ｋｍ未満・その他の地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　域が８箇所５ｋｍ未満・市街地が２箇所とする。

　　　　１　監督補助業務人員
　　　　　　　監督補助業務延べ人員は、別紙のとおり算出した結果、
　　　　　　　　　　０，8441人／月×７ヶ月 ＝ ５．９１人（小数点以下３位を四捨五入）

　　　　２　通常業務
　　　　　　・監督補助業務（技術員）　　業務日数＝１月当り19．５日間
　　　　　　　　　　25，100円/人×19．５日/月×５．91人＝２，892，649円　・・・・・・・・・・ ①

　　　　　　・打合わせ業務（技師Ａ）　（着手及び完成時　計２回）
　　　　　　　　　　46，100円／人×０．５人×２回＝46，100円　・・・・・・・・・・・・・・・・ ②

　　　　３　超過勤務
　　　　　　　　　　　　　　　25，100円/人×１／８×125／100×０．45＝１，764円／時間
　　　　　　　　　　　　　　　　１，764円/時×20時間／月×５．91人＝208，504円・・・・・・・・ ③

　　　　４　業務用自動車
　　　　　　　　　　　　　　　　１，659円/台・日×19．５日／月×５．91人＝191，191円・・・・・ ④

　　　　５　事務用品
　　　　　　　　（２，892，649＋208，504）×５／1000＝15，505円・・・・・・・・・・・・・・・ ⑤
　　　　　　　　　　　　①　　　　③



　　　　６　諸経費　
　　　　　　　　（２，892，649＋46，100＋208，504）×90／100＝２，832，527円・・・・・・・・⑥
　　　　　　　　　　　①　　　　　②　　　　③

　　　　７　技術経費
　　　　　　　　（２，892，649＋46，100＋208，504）×190／100×20％　＝１，195，956円・・・・⑦
　　　　　　　　　　　　　①　　　　　　②　　　　　　　③

　　　　８　業務価格
　　　　　　　　（２，829，649＋46，100＋208，504＋191，191＋15，505＋２，832，527＋１，195，956）
　　　　　　　　　　　　①　　　②　　　　③　　　　④　　　　　⑤　　　　　⑥　　　　　　⑦
　　　　　　　　＝７，382，000円（千円止め）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑧

　　　　９　消費税相当額
　　　　　　　　　7,382,000　×　５％　＝　369，100円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑨

　　　　１０ 業務費計
　　　　　　　　　７，382，000円＋369，100円　＝　７，751，100円
　　　　　　　　　　　 ⑧　　　　　　⑨
　

Ｋ３：施工管理係数　　　　　　０．２

Ｋ４：監督距離係数

Ｋ５：地域係数

(3)事務用品費
　  事務用品費＝直接人件費（管理技術者は除く）  ×５／1000
　　・携帯電話、パソコン等を必要とする場合は、特記仕様書に明示し別途計上する。
(4)諸経費
　　諸経費＝直接人件費×90／100
(5)技術経費
　　技術経費＝直接人件費×190／100×20％
４　監督業務委託の歩掛

次式により、各月毎の必要監督員数を求める。
　ｐ＝１／４ ×　√Ｎ× Ｋ
　　　Ｐ：月毎の監督員必要数。
　　　Ｎ：工事予定件数。
　　　Ｋ： Σ（Ｋｌ× Ｋ２× Ｋ３× Ｋ４× Ｋ５）
　　　　　 Ｋ１：工事予定額係数（億単位）
　　　　　　　　 ただし、「工事製作十現場架設」の場合は、現場架設予定額
　　　　　 Ｋ２：工種区分係数
　　　　　 Ｋ３：施工管理係数
　　　　　 Ｋ４：監督距離係数
　　　　　 Ｋ５：地域係数
　　ΣＰは、少数点以下３位を四捨五入とする。

Ｋ２：工種区分係数

                           

注１． 上記係数は、下記条件により ０．２の範囲内で増やすことができる。
　　①　特殊工事（軟弱地盤等）
　　②　工種が多種で設計変更が相当見込まれる場合。
　　③　現道交通を処理し、かつ､沿道関係者等との連絡調整等が多い場合。
　　④　通常の管理点数を２倍にする場合は、  Ｋ２を２倍とする。

注２．夜間工事が含まれる場合は、その頻度に応じ割増を考慮する。



監督補助業務委託積算基準

１　適用範囲
　　この積算基準は、鳥取県の土木事業に係る監督補助業務を委託する場合に適用する。ただし、特殊工事
　　及び大規模工事には適用しない。

２　業務委託料
（１）業務委託料の構成

事務用品費
旅費交通費

直接人件費 業務用自動車損料
直接業務費 運転費等

業務価格 直接経費 現場労務費
業務用事務室損料等

技術経費
業務委託料 間接業務費

業務管理費
諸経費

一般管理費

消費税相当額

３ 業務委託料構成費目の内容
 （１）直接人件費
　　①　監督補助員の職階は、技術員を標準とする。
　　②　業務打合せは、管理技術者（技師(Ａ)）と業務着手時及び完了時の２回行うものとし、それに要す

る人件費を計上する。
　　　　業務打合せ＝２回× ０．５人・日
　　③ 月額単価
　　　 月額＝（基準日額×19．５日／月）＋超過業務標準時間相当額
　　　 ・超過業務時間は、20時間／月を標準とし、変更しない。
　　　　 ただし、夜間作業を伴うものは30時間とする。
　　　 ・超過業務１時間当り単価＝基準日額×１／８×125／100×基本給構成比
 （２）旅費交通費
　　　業務用自動車損料（時間、供用日当り）と燃料費とし、運転労務費は計上しない。
　　　.１日の運転時間は２時間とする。
　　　・運転対象日数は19．５日／月とする。
　　　・業務用自動車の規格は、５人乗りライトバン（l500CC）とする。

監督補助業務委託特記仕様書（例）

第１条　適用範囲
　本業務は、契約書及び監督補助業務委託共通仕様書による他、この特記仕様書に基づき実施しなければな
らない。
第２条　監督補助員の資格
　監督補助員は、次のいずれかの資格を有するものとする。
一　２級土木施工管理技士の資格を有する者。
二　大学卒業後２年、短大・高専卒業後３年６ケ月、高校卒業後６年以上の実務経験を有する者。

第３条　本業務の対象

　○○○○事務所において発注される次の工事の監督補助

工　　　事　　　名 工事場所

第４条　その他
１　監督補助員の超過勤務時間は月当り20時間を標準とする。
２　鳥取県土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準、土木工事監督技術基準、その他業務に必要な図
    書は、受託者で準備すること。
３　業務に必要な自動車は受託者で用意すること。
４　監督補助員は調査職員と週１回工程会議を行い、週間業務の確認を行うこととする。ただし、工事工
    程の関係で変更されることもある。



様式第１号

調査職員決定 （変更） 通知書

商号（名称）
代表者氏名 様

次のとおり調査職員を決定（変更）しましたので通知します。

平成　　 年　　 月　　 日

  
鳥取県○○○○事務所長 

記

１　業務の名称

２　調査職員氏名

様式第２号

管理技術者選任（変更）通知書

職氏名 様

次のとおり管理技術者を選任（変更）しましたので通知します。

平成 年 月 日

受託者
商号（名称）

代表者氏名            

記

１　業務の名称

２　管理技術者氏名

３　経歴等



様式第３号

監督補助員選任（変更）通知書

職氏名 様

次のとおり監督補助員を選任（変更）しましたので通知します。

平成 年 月 日

受託者
商号（名称）

代表者氏名               

 記

１　業務の名称

２　監督補助員氏名

３　経歴等

様式第４―１号

注）監督工事箇所毎に作成すること。



様式第４―２号

　　月　　日 実施業務の概要 そ　の　他



監督補助業務委託共通仕様書

第１章　総則

第１条　適用範囲
　１　この共通仕様書は、鳥取県土木部が委託する監督補助業務(以下「業務」という｡)に適用する。
　２　現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む。)､特記仕様書及び共通仕様書は相互に補完しあうも

のとし、そのいずれかによって定められている事項は契約の履行を拘束する。

第２条　用語の定義
　　　共通仕様書に使用する用語の定義は､次の各項に定めるところによる。
　　一　「委託者」とは、土木事務所長等をいう。
　　二　「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結し個人若しくは会社その他の法人を

いう。
　　三　「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者に対する指示、承

諾又は協議の職務等を行う者で、工事を担当する課長、係長、監督員を総称していう。
　　四 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、受託者が定めた者をい

う。
　　五　「監督補助員」とは、受託者が業務を履行するために使用している者（管理技術者を除く。）をいう。
　　六　「指示」とは、調査職員が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実

施させることをいう。
　　七　「承諾」とは、受託者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について､調査職

員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
　　八　「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議する

ことをいう。
　　九 「報告」とは、受託者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について､書面をもって知らせる

ことをいう。
　　十　 「提出」とは、受託者が調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明

し、差し出すことをいう。
　　十一　「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを

有効とする｡緊急を要する場合は電話、ファクシミリ及び電子メールにより伝達できるものとするが､
後日有効な書面と差し換えるものとする。

　　十二　「打ち合わせ」とは、監督補助業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が
面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

第３条　一般的留意事項
　１　管理技術者は、第６条及び第７条で示された業務の適正な履行を確保するため、監督補助員が行う業

務に係わる次の諸事項が適切に行われるように、監督補助員を指揮監督しなければならない。
　　一　監督に関する業務の実施にあたっては、「鳥取県土木工事共通仕様書」「鳥取県土木工事施工管理基

準」及び「土木工事監督技術基準」等を十分理解し、厳正に実施すること。
　　二　監督に関する業務の実施にあたって、工事請負者又は外部から通知若しくは報告を受けた場合は、

速やかに調査職員にその内容を正確に伝えること。‘
　　三　監督に関する業務の実施にあたって、工事請負者又は外部への連絡若しくは通知を行う場合は、そ

の内容を正確に相手に伝えること。
　　四　監督に関する業務の実施にあたって、請負工事の契約書及び設計図書等の内容を十分理解し、工事

現場の状況についても精通しておくこと。
　　五　業務の実施にあたっては、業務に関する図書を適切に整備しておくこと。
　２　管理技術者は、業務着手時と完了時に調査職員と打合せを行うものとする．
　３　監督補助員は、管理技術者のもとに第６条及び第７条のうち調査職員から示された業務を適正に実施

するものとし、工事請負者に対する指示（調査職員から監督補助員を通じて行う場合は除く。）、承諾を
行ってはならない。

第４条　業務実施報告書
　　　受託者は、別に定める様式により、次に掲げる事項を記入した業務実施報告書を作成するものとし、

月毎にとりまとめ、調査職員に提出し確認を受けなければならない。
　　一　実施した業務の内容
　　二　業務着手時と完了時の管理技術者と調査職員との打合せ結果
　　三　指示、承諾及び協議の内容
　　四　その他必要事項

第５条　守秘義務
　　　受託者は、業務の過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

第２章　監督補助業務

第６条　業務内容
　　　　受託者は、別途特記仕様書に定める工事毎に、下記に掲げる業務を行うものとする。　　　　　　　　
１　請負工事の施工状況の照会等
　　（１）受託者は、調査職員の指示により使用材料（支給材料も含む｡）について設計図書との照合を行い、

その結果を調査職員に報告するものとする。
　　（２）受託者は、調査職員の指示により施工状況（段階確認）について設計図書との照合を行い、その

結果を調査職員に報告するものとする。
（３）受託者は、調査職員の指示により上記以外の施工状況を把握し、その結果を調査職員に報告するも

のとする。
（４）受託者は、現場で照合等を行い設計図書等に適合しない場合は、その旨を工事請負者に伝えるとと

もに、その結果を調査職員に報告するものとする。
２ 請負工事の契約の履行に必要な資料の作成
（１）受託者は、調査職員の指示により工事の設計図書等に基づく工事請負者に対する指示、協議に必要な
資料の作成を行い、調査職員に提出するものとする。

（２）受託者は、調査職員の指示により工事請負者から提出（提出、承諾及び協議事項）された資料と設計
図書との照合を行い､その結果を調査職員に報告するものとする。

（３）受託者は、次の各号に掲げる項目について調査職員の指示により現地の確認、調査、又は検討に必要
な資料の作成を行い、調査職員に報告又は提出するものとする。

　　 一　図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
　　 二　設計図書に誤謬又は脱漏があること。
　　 三　設計図書の表示が明確でないこと。
　　 四　工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施

工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
　　 五　設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
　　 六　工事を一時中止し、又はうち切る必要があると認められる場合。
（４）受託者は、調査職員の指示により工事の設計変更若しくは土木事務所長等への報告事項に必要な調査、
測量又は図書等の資料作成を行い、調査職員に提出するものとする。

３　地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成
　　受託者は、調査職員の指示により地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な測量、調査、資料の作
成及び立会いを行い、その結果を調査職員に報告するものとする。

第７条　工事検査の立会
　　　　受託者は､調査職員の指示により請負工事に係わる工事検査に立会うものとする。



第８条　書面での報告
　　　　第２章（監督補助業務）の各条にいう書面で調査職員に報告するとは、業務実施報告書によるもの

とする。

（総則）
第１条　委託者（以下「甲」という。）及び受託者（以下「乙」という。）は、頭書の業務（以下「業務」と
いう。）の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書（現場説明書及び現場説明に対
する質問回答書を含む。以下「仕様書」という。）に従い、これを履行しなければならない。

２　仕様書に明記されていない仕様がある場合には甲乙協議して定める。
３　この契約書の履行に関し、乙から甲に提出する書類は、甲の指定するものを除き、第５条に規定する調
査職員（以下「調査職員」という。）を経由するものとする。

４　前項の書類は、調査職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。

（権利義務の譲渡等）
第２条　乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、
甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

（再委託の禁止）
第３条　乙は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ
甲の書面による承諾を得たときはこの限りではない。

（秘密の保持等）
第４条　乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
２　乙は、業務処理の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む｡）を他人に閲覧させ、複写させ、
又は譲渡してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た時はこの限りではない。

（調査職員）
第５条　甲は、調査職員を定めたときは、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。調査職員を
変更したときも同様とする。
２　調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、仕様書で定めるところにより、次の各号に
掲げる権限を有する。

　一　契約の履行についての乙又は第６条に基づいて定められる管理技術者に対する指示、承諾又は協議。
　二　業務の処理のために必要な図書の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾。
　三　業務の処理状況の確認。

（管理技術者等）
第６条　乙は管理技術者を含め、書面によりその氏名を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更し
たときも同様とする。

２　管理技術者は、この契約の履行に関する運営を行うほか、この契約書に基づく乙の権限（委託料の変更、
委託期間の変更、委託料の請求及び受領、次条第１項、第２項、第５項及び第６項に係る権限並びにこの
契約の解除に係るものを除く。）を行使することができる。

３　乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しよう
とするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により甲に通知しなければならない。

４　乙は、業務を処理するために使用している者（管理技術者を除く。以下「監督補助員」という。）の氏名
その他必要な事項を甲に通知しなければならない。監督補助員を変更したときも同様とする。

（措置請求）
第７条　甲は、管理技術者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理
由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

２　乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を
受理した日から１０日以内に書面により甲に通知しなければならない。

３　甲は、監督補助員で業務の処理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対してその理
由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

４　乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を
受理した日から１０日以内に書面により甲に通知しなければならない。

５　乙は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明
示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

６　甲は、前項の規定による請求があったときは､，当該請求に係る事項について決定し、．その結果を請求
を受理した日から１０日以内に書面により甲に通知しなければならない。

（物品類の貸与）
第８条　乙は、甲の貸与する図面その他の書類及び物品類を使用することができる。
２　乙は、貸与物品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
３　乙は、自己の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、
甲の指定期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

（業務処理の結果報告等）
第９条　乙は、仕様書に定めるところにより甲に業務処理の結果を報告しなければならない。
２　甲又は調査職員は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求め
ることができる。

（業務内容の変更、中止等）
第10条　甲は、必要があると認めるときは、乙に対する書面による通知により業務内容を変更し、又は業務
を一時中止させることができる。この場合において、委託期間又は委託料を変更する必要があるときは、
甲乙協議して、書面によりこれを定める。

２　前項の場合において、乙が損害を受けたときは甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合に
おける賠償額は甲乙協議して定める。

（第三者に及ぼした損害）
第11条　業務の履行にあたり第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。た
だし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がこれを負担する。

２　第１項の場合、その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力して
その処理解決に当るものとする。

（検　　査）
第12条　乙は、業務を完了したときは遅滞なく、甲に業務完了届を提出しなければならない。
２　甲は、乙から前項の完了届を受理したときは、その日から１０日以内に甲又は甲が検査を行う者として
定めた職員により検査を行わなければならない。

（委託料の支払）
第１３条　乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して、委託料の支払を請求するものとす
る。

２　前項の請求額は委託料から乙がその時点までに受領した部分払金の額を差引いた額とする。
３　甲は、第１項の請求を受理したときは、その日から３０日以内に委託料を支払わなければならない。

（甲の解除権）　､
第14条　甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
　一　その責に帰すべき理由により履行期限までに又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込



みがないと明らかに認められるとき。
　二　正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
　三　第３条の規定に違反するとき。
　四　第３号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認

められるとき。

２　甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙が既に業務の一部を履行しているときは、そ
の履行部分を検査のうえ当該検査に合格した部分に相応する委託料相当額を乙に支払わなければならない。

３　第１項の規定により契約を解除された場合においては、乙は、委託料の１０分の１に相当する額を違約
金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。

第15条　甲は、業務が完了しない間は、前条第１項の規定による場合のほか必要があるときは、契約を解除
することができる。

２　前条第２項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
３　甲は、第１項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その
損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。

（乙の解除権）
第16条　乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
　一　第１０条第１項の規定により業務内容を変更したため委託料の額が３分の２以上減少したとき。
　二　第１０条第１項の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１を超えたとき。
　三　甲が契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となったとき。
２　第１４条第２項及び前条第３項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。

（違約金の徴収）
第 17条　乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲
は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料支払の日まで年８．25％の割合で計算
した利息を付した額と、甲の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

２　前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年８．25％の割合で計算した額の延滞金を徴
収する。

（契約外の事項）
第18条　この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

監督補助業務委託契約書

１　委託業務の名称

２　委託業務の場所

３　 履行期間 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

４　 業務委託料   金 円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　金 円）

５　契約保証金　　　免 除

　上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項に
よって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

平成 年 月 日
　委　託　者 住 所

氏 名 鳥取県○○○○事務所長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名　　 印

　受　託　者 住     所
商号又は名称
代表者氏名        印



監 督 補 助 業 務 委 託 実 施 要 領

１　目的
　　この要領は、鳥取県土木部が実施する土木工事の施工に必要な監督業務の一部を委託する場合に必要な
事項を定めることにより、 監督補助業務委託の適正な履行を確保することを目的とする。

２　調査職員
　　委託契約を締結した土木事務所長等は、監督補助業務を受託者に行わせるため調査職員 （工事を担当す
る課長、係長、監督員を総称していう。） を任命し、任命後その氏名を受託者に通知するものとする。

３　委託できる監督業務
(1)　請負工事の施工状況の照会等に関する業務
　　使用材料についての設計図書との照合、施工状況についての設計図書との照合、施工状況の把握及び設
計図書と現場との照合等

(2) 請負工事の契約の履行に必要な資料の作成に関する業務
　 ①　 設計図書等に基づく工事請負者に対する指示、協議に必要な資料の作成
　 ②　 工事請負者から提出（提出、承諾及び協議事項）された資料と設計図書との照合
　 ③　 設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないことなどについて現地の確認、調査又

は検討に必要な資料の作成等
　 ④　 設計変更などに必要な調査、測量又は図書等の資料作成

(3)　地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成に関する業務
　 　地元及び関係機関との協議・調整に必要な測量、調査、資料の作成及び立会い等。

４　対象とする工事
　　監督補助業務委託の対象とする工事は、 工事件数、工事内容、現場条件及び職員の数などを十分勘案し
たうえで定めるものとする。

５　積算基準
　　委託費の積算は、「監督補助業務委託積算基準」によるものとする。

６　監督補助業務
　　監督補助業務は、「監督補助業務委託契約書」及び「監督補助業務委託共通仕様書」等に基づき行うもの
とする。

７　工事請負業者への通知
　　監督補助業務委託を行うこと、 監督補助員の会社名、氏名及び業務内容を請負業者へ通知するものとす
る。 


